
パワー・ハラスメントの防止等に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、職員の利益の保護及び良好な勤務環境の確保を目的として、パワー・ハラ

スメントの防止及び排除のための措置並びにパワー・ハラスメントに起因する問題が生じた

場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２ この要綱において「パワー・ハラスメント」とは、同じ職場で働く者に対して、職務上

の地位、人間関係等の職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身

体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をいう。 

２ この要綱において「パワー・ハラスメントに起因する問題」とは、パワー・ハラスメント

のため職員の勤務環境が害されること及びパワー・ハラスメントへの対応に起因して職員が

その勤務条件につき不利益を受けることをいう。 

（職員の責務） 

第３ 職員は、別記第１に定めるところに従い、パワー・ハラスメントをしないように注意し

なければならない。また、他の事業主に雇用される労働者等に対しても同様の行為を行わな

いように注意しなければならない。 

２ 職員は、パワー・ハラスメントの防止等のため、別記第２に定める事項に留意するものと

する。 

（管理監督者の責務） 

第４ 校長、教頭及び事務長（以下「管理監督者」という。）は、日常の執務を通じた指導等

によりパワー・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、パワー・ハラスメントに起

因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。 

（所属相談員） 

第５ パワー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談（以下「苦情相談」という。）に対

応するため、各所属に所属相談員を置く。 

２ 校長は、管理監督者の中から所属相談員を指名する。 

３ 所属相談員は、職員から苦情相談がなされた場合には、別記第３に定めるところに従い対

処するものとする。この場合において、苦情相談をした職員、苦情相談に係る調査の協力を

した職員等が、他の職員から誹謗、中傷等の不利益を受けることがないよう十分配慮するも

のとする。 

（その他） 

第６ 職員は、第５に定めるところによるほか、県立高校職員は教職員課、特別支援学校職員

は学校教育課に苦情相談を行うことができる。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

 

  



別記第１ 

＜パワー・ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項＞ 

 

１ お互いの人格や能力、価値観を尊重し認め合うこと、また、日常のコミュニケーションを

大事にし、誤解や行き違いを生まないことが何よりも重要であること。 

２ パワー・ハラスメントは、業務上の指導を通じて起こることが多いため、管理監督者は、

業務上必要な指導・指示について具体的な目的や要望を伝えているかどうか、一時的な感情

で職員の職場での役割や存在を否定していないかどうかなど、自らの行為に留意すること。 

３ パワー・ハラスメントを受けた者が職場の人間関係等を考え、拒否することができないな

ど、相手から明確な意思表示があるとは限らないことを認識すること。 

４ 職場においては、職員以外の者に対する行為もパワー・ハラスメントの対象となること、

また、職員間においては、職場外の行為についてもパワー・ハラスメントの対象となること

を認識すること。 

５ パワー・ハラスメントとされる行為は、その態様によっては全体の奉仕者たるにふさわし

くない非行などに該当して、懲戒処分に付されることがあることを認識すること。 

 

 

別記第２ 

＜パワー・ハラスメントの防止等のために職員が認識すべき事項＞ 

 

１ 職場の構成員としての心構え 

⑴ 職場の構成員として良好な勤務環境を確保するために、職場におけるパワー・ハラスメ

ントについて問題提起する職員をいわゆるトラブルメーカーと見たり、パワー・ハラスメ

ントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけたりしないように努めること。 

⑵ 職場から、パワー・ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さないようにする

ために、仮にパワー・ハラスメントと思われる行為が見受けられる場合は、職場の同僚と

して行為者に注意し、被害を受けていることを見聞きした場合には、被害者に声をかけて

相談に乗るよう努めること。 

 

２ パワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合の心構え 

⑴ パワー・ハラスメントを受けたと感じた場合には、パワー・ハラスメントが発生した日

時や内容等について記録をとること。 

⑵ パワー・ハラスメントに起因する問題は、一人で解決を図ることが困難であると考えら

れることから、職場の同僚や知人等、身近な信頼できる人に相談し、状況の改善を図るこ

と。 

⑶ 加害者とされる側の行為が必ずしもパワー・ハラスメントではない場合もあることから、

状況を冷静に把握した上で、相手に対して自分の意思を示すなどの対応をとることが重要

であること。 

 

  



別記第３ 

＜パワー・ハラスメントに関する苦情相談がなされた場合の処理マニュアル＞ 

 

１ 相談には迅速に対応するとともに、相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、相談

者が求めていること、また、相談者の心身の状態等に鑑み、どの程度の時間的余裕があるの

かについて把握すること。 

２ 事実関係については、次の事項を確認すること。 

⑴ 当事者（被害者及び加害者とされる職員）間の関係 

⑵ 問題とされる行為が、いつ、どこで、どのように行われたか。 

⑶ 相談者は、加害者とされる者に対してどのような対応をとったか、また、加害者とされ

る者はどのような対応をとったか。 

なお、これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、当事者のみが

知り得るものか、又は他に目撃者はいるのかを把握すること。 

３ 原則として、加害者とされる者からも事実関係等を聴取する必要があること。 

なお、加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、１及び２を参考にする

とともに、加害者とされる者に対して十分な弁明の機会を与えること。 

４ 当事者間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実確認が十分にできないと認められ

る場合等は、第三者から事実関係等を聴取することも必要であり、聴取するに当たっては、

１及び２を参考の上、適切に対応すること。 

５ 苦情相談を受けるに当たっては、相談内容が他の者に見聞きされないよう遮断された場所

において実施すること。 

６ 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守する

こと。 

７ 苦情相談を受けた場合において、苦情相談をしたことを理由として、当該相談者に対して

不利益な取扱いをしないこと。 

８ 苦情相談について具体的な措置を講じる場合は、校長と協議の上これを行うこと。 

９ 苦情相談を受けた場合の手続 

⑴ 苦情相談を受けた場合は、パワー・ハラスメントに関する苦情相談処理票により、処理

内容等を記録すること。 

⑵ 苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、当該苦情相談をした者に説明する

こと。 

⑶ 苦情相談について解決した場合は、パワー・ハラスメントに関する苦情相談処理票に問

題処理のためにとった具体的な対応及びその結果等を記載して、県立高校職員は教職員課、

特別支援学校職員は学校教育課に提出すること（起案処理不要）。 

⑷ 関係者等に事実の確認等を行った時点又は解決に向けて相応の対応をした時点において、

解決が困難と認められる場合は、パワー・ハラスメントに関する苦情相談処理票に解決が

困難と判断した理由、事案の問題点等を記載した書面を付して、県立高校職員は教職員課、

特別支援学校職員は学校教育課に提出すること（起案処理不要）。 

 



別紙 

パワー・ハラスメントに関する 

苦 情 相 談 処 理 票 

 

 教職員課長 殿 

                     所属長職氏名 

苦情相談番号        

項 目 内          容 

苦情相談受理年月日                年    月    日 

相談者の所属及び氏名  

 

当事者の所属及び氏名（性別） 

 

（被害者） 

（加害者） 

相 談 内 容  

 

事 実 確 認 し た 内 容  

 

問題解決のためにとった  

具体的な対応及びその結果 

 

相 談 員 名   

備 考  

注１ 苦情相談番号は、所属において年度を通じて一連番号とすること。 

 ２ 具体的な処理経過及び参考となる資料がある場合は、別に添付すること。 

 

 



別紙 

パワー・ハラスメントに関する 

苦 情 相 談 処 理 票 

 

 学校教育課長 殿 

                     所属長職氏名 

苦情相談番号        

項 目 内          容 

苦 情 相 談 受 理 年 月 日               年    月    日 

相 談 者 の 所 属 及 び 氏 名  

 

当事者の所属及び氏名（性別） 

 

（被害者） 

（加害者） 

相 談 内 容 

 

事 実 確 認 し た 内 容 

 

問題解決のためにとった 

具体的な対応及びその結果 

 

相 談 員 名  

備 考  

注１ 苦情相談番号は、所属において年度を通じて一連番号とすること。 

 ２ 具体的な処理経過及び参考となる資料がある場合は、別に添付すること。 

 


